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本
稿
は
、
前
稿
（
成
田
山
仏
教
研
究
所　

紀
要　

第
三
十
七
、
第
三
十
八
、
第
三
十
九
、
第
四
十
一
号
所
収
）
の
拙
論
の
続
篇
で
あ
る
。

十
．
寛
朝
僧
正
周
辺
補
足

　

雨
僧
正
と
い
わ
れ
、
請
雨
経
法
を
修
す
れ
ば
必
ず
降
雨
の
霊
験
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
真
言
宗
の
事
相
法
流
の
根
本
両
流
と
い
わ
れ

る
小
野
流
と
広
沢
流
の
な
か
の
小
野
流
の
祖
と
さ
れ
、
そ
の
名
前
の
も
と
に
な
っ
た
小
野
曼
荼
羅
寺
の
開
山
で
あ
っ
た
仁
海
僧
正
に
つ
い

て
は
前
に
述
べ
た◯209。

　

そ
こ
で
は
『
野
沢
血
脈
集
』
等
に
よ
り
、
仁
海
の
父
親
は
宮み
や

道じ

惟こ
れ

平ひ
ら

と
い
う
和
泉
の
国
の
役
人
で
、
仁
海
は
幼
少
の
時
に
母
を
失
い
、

母
方
の
お
ば
に
養
育
さ
れ
、
七
歳
（
一
説
に
九
歳
）
の
時
に
父
に
連
れ
ら
れ
て
高
野
山
に
登
り
、
当
時
執
行
職
で
あ
り
後
に
高
野
山
初
代



四
四

の
検
校
と
な
っ
た
雅
真
師
の
弟
子
と
な
っ
て
育
て
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
た
。

　

そ
の
仁
海
僧
正
が
後
に
建
立
し
た
曼
荼
羅
寺
の
あ
る
地
は
小
野
の
郷
と
い
わ
れ
、
近
く
に
勧
修
寺
が
あ
り
、
こ
の
勧
修
寺
は
醍
醐
天
皇

の
母
親
胤
子
の
祖
父
宮
道
弥い
や

益ま
す

の
居
宅
地
を
寺
院
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
宮
道
氏
で
は
仁
海
僧
正
の
父
親
宮
道
惟
平
も
宮
道
氏
で
あ
り
、
こ

の
宮
地
氏
の
本
貫
地
は
不
明
で
あ
る
が
同
じ
一
族
で
親
戚
関
係
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
仁
海
僧
正
が
こ
の
地
に
曼
荼
羅
寺
を
建
立
し
た
と

こ
ろ
か
ら
見
て
、
仁
海
僧
正
の
宮
道
氏
の
故
地
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
宮
道
弥
益
は
醍
醐
天
皇
の
祖
父
で

あ
り
、
醍
醐
天
皇
の
弟
が
敦
実
親
王
で
そ

の
次
男
が
寛
朝
僧
正
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

宮
道
氏
を
介
し
て
寛
朝
僧
正
と
仁
海
僧
正

と
は
親
戚
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ

れ
、
こ
の
二
人
は
ほ
と
ん
ど
師
僧
と
弟
子

の
間
柄
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
前
に
の

べ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
の
背
景
に
は

こ
う
し
た
親
戚
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

Ⓐ 河
か

原
わら

院
いん

跡
あと

とされる地にある榎
えのき

の巨木
　 河原院は寛朝僧正の祖父の宇多上皇が、嵯峨天皇
　 の第八皇子左大臣源

みなもとのとおる

融（822 ～ 895）の子息源昇
から譲られた邸宅で、この巨木はその時代からの
もので、現存しているものは賀茂川の土手に立っ
ているこの榎だけであるといわれている。



四
五

寛
朝
僧
正
の
事
績
に
つ
い
て
（
五
）

寛
朝
僧
正
の
生
歿
年
と
年
令

　

寛
朝
僧
正
の
誕
生
年
に
つ
い
て
も
先
述
し
た
と
こ
ろ
で
、
文
献
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
や
遷
化
し
た
と
さ
れ
る
長
徳
四
（
九
九
八
）

年（
こ
の
年
に
つ
い
て
は
異
説
が
見
ら
れ
な
い
）か
ら
逆
算
し
て
定
め
た
り
し
て
お
り
、
そ
の
遷
化
の
年
に
何
歳
で
あ
っ
た
の
か
等
に
よ
っ

て
四
説
が
あ
る
。

　

そ
れ
は
六
三
歳
、
八
三
歳
、
八
四
歳
、
九
三
歳
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
三
十
歳
の
年
令
差
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
三
十
歳
と
は
あ
ま
り
に

幅
が
大
き
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

六
三
歳
遷
化
説
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
勧
修
寺
慈
尊
院
第
六
代
栄
海
（
一
二
七
八
〜
一
三
四
七
）
の
『
真
言
伝
』
に
、「
大
僧
正
寛
朝
ハ

寛
平
法
皇
御
孫
。
一
品
式
部
卿
敦
實
親
王
ノ
子
。
母
左
大
臣
時
平
公
ノ
女
也
。
延
長
四
年
ニ
年
十
一
ニ
シ
テ
。
法
皇
ノ
神
室
ニ
シ
テ
出
家
。
天

暦
二
年
五
月
九
日
。
寛
空
僧
正
ニ
隨
テ
。
傳
法
灌
頂
ヲ
ウ
ク
。
‥
‥
‥（
中
略『
今
昔
物
語◯210集
』や『
宇
治
拾
遺
物
語◯211』に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
、

寛
朝
僧
正
が
寺
に
入
っ
た
盗
賊
を
蹴
り
と
ば
し
た
と
い
う
強
力
無
比
の
説
話
を
加
え
て
い
る
）
‥
‥
‥
此
僧
正
長
徳
四
年
六
月
十
三
日
入

滅
。
春
秋
六
十
三
。◯212」
と
あ
っ
て
、
末
尾
に
春
秋
（
年
令
）
六
三
（
歳
）
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

　

し
か
し
こ
の
同
じ
文
の
前
に
は
、「
延
長
四
年
ニ
年
十
一
ニ
シ
テ
法
皇
ノ
神
室
ニ
シ
テ
出
家
。」
と
あ
り
、
延
長
四
年
（
九
二
六
）
に
年
令

が
十
一
歳
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
か
ら
逆
算
す
れ
ば
延
喜
十
六
（
九
一
六
）
年
が
寛
朝
僧
正
の
誕
生
年
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
年
が
誕
生
年
で
あ
る
な
ら
ば
、

入
滅
年
と
さ
れ
る
長
徳
四
年
に
は
八
三
歳
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
に
六
三
歳
と
し
て
お
り
、
も
し
長
徳
四
（
九
九
八
）
年
に
六
三
歳
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
誕
生
年
は
承
平

六
（
九
三
六
）
年
と
な
り
、
入
室
し
た
と
さ
れ
る
寛
平
法
皇
（
八
六
七
〜
九
三
一
）
は
既
に
遷
化
さ
れ
て
い
る
。



四
六

　

ま
た
弟
と
さ
れ
て
い
る
源
雅
信
（
九
二
〇
〜
九
九
三
）
や
源
重
信
（
九
二
二
〜
九
九
五
）
よ
り
も
後
に
誕
生
し
た
こ
と
に
な
り
、
通
常

あ
り
得
な
い
誤
ま
り
で
あ
る
。

　

同
じ
文
の
中
で
こ
う
し
た
矛
盾
が
あ
る
の
は
、
或
は
下
書
き
の
草
稿
段
階
で
八
三
の
「
八
」
の
字
の
上
に
汚
れ
が
出
来
て
、「
六
」
の

字
の
よ
う
に
見
え
た
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
の
六
三
歳
の
説
は

元
帥
蛮
（
一
六
二
六
〜
一
七
一
〇
）
編
の
『
本
朝
高
僧
伝
』
に
も
、「
釋
寛
朝
。
吏
部
尙
書
敦
實
親
王
第
二
子
。

宇
多
上
皇
孫
也
。
年
甫
十
一
。
投
二
上
皇
室
一
落
丱
。
天
暦
二
年
隨
二
蓮
臺
寛
空
阿
闍
梨
一。
受
二
密
灌
於
仁
和
寺
灌
頂
壇
一。
‥
‥
‥
（
中
略
）

‥
‥
‥
天
慶
三
年
奉
レ
勅
伏
二
平
賊
將
門
一。
右
典

平
貞
盛
承
二
誅
罰
使
一。
來
レ
寺
拜
レ
朝
。
捧
二
所

之
劒
一。
受
二
加
持
一
而
行
。
長
徳
四

年
六
月
十
二
日
順
世
。
春
秋
六
十
三
。◯213」（
釈
寛
朝
は
吏り

部ほ
う

尚
書（
式
部
卿
の
唐
名
、
式
部
省
の
長
官
）敦
実
親
王
の
第
二
子
、
宇
多
上
皇（
出

家
し
て
寛
平
法
皇
）
の
孫
な
り
。
年
甫
十
一
に
し
て
上
皇
の
室
に
投
じ
（
入
室
）
落
丱か
ん

（
落
髪
、
落
飾
、
丱
は
左
右
に
角
の
よ
う
に
し
た

小
兒
の
髪
型
、
あ
げ
ま
き
）。
天
暦
二
（
九
四
八
）
年
蓮
台
（
寺
）
の
寛
空
阿
闍
梨
（
八
八
四
〜
九
七
二
）
に
随
っ
て
、
真
言
密
教
の
伝

法
灌
頂
を
仁
和
寺
に
灌
頂
壇
を
建
立
し
て
受
法
し
た
。
‥
‥
中
略
‥
‥
天
慶
三
（
九
四
〇
）
年
平
賊
將
門
を
伏
す
る
勅
を
奉
り
、
右
の
典て
ん

き
ゅ
う（
政
府
の
う
ま
や
を
掌
つ
か
さ
どる
馬め

寮り
ょ
うの
役
人
）
平
貞
盛
誅
罰
使
を
承う

け
、
寺
に
来
た
り
て
朝
（
寛
朝
）
を
拝
し
、
所

の
剣
を
捧
げ
、
加
持

を
受
け
て
行
く
。
長
徳
四（
九
九
八
）年
六
月
十
二
日
順
世（

世
に
同
、
こ
こ
で
は
こ
の
世
を
去
る
こ
と
）、
春
秋（
年
令
）六
三（
歳
）。）

と
あ
っ
て
、
六
三
歳
遷
化
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ど
の
よ
う
な
史
料
に
基
づ
い
て
、
こ
の
部
分
が
書
か
れ
た
の
か
、『
本
朝
高
僧
伝
』
の
こ
の
「
城
州
遍
照
寺
沙
門
寛
朝
傳
清
壽
」
の
項
下

に
十
三
種
の
参
考
文
献
名
を
あ
げ
て
お
り◯214、
そ
の
第
五
番
目
に
『
真
言
伝
』
第
七
が
あ
り
、
前
に
と
り
あ
げ
た
『
真
言
伝
』
の
誤
記
が
そ

の
ま
ま
こ
こ
で
も
踏
襲
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。



四
七

寛
朝
僧
正
の
事
績
に
つ
い
て
（
五
）

　

次
に
九
三
歳
と
す
る
説
を
見
る
と
、
そ
れ
は
『
仁
和
寺
御
室
系
譜
』
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、「
寛
朝
僧
正
」
の
項
に
「
大
師
七
世
。

法
皇
三
世
。
延
喜
六
生
。
宇
多
天
皇
御
子
一
品
式
部
卿
敦
實
親
王
孫
。
號
廣
澤
僧
正
。
右
大
臣
雅
信
弟
。
重
信
兄
。
長
德
四
六
十
二
寂
。

八
十
三
才

　
　
　

。◯215」
と
あ
る
の
に
よ
る
。

　

九
三
歳
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
文
の
初
に
「
延
喜
六
生
。」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
延
喜
六
（
九
〇
六
）
年
の
誕
生
で
あ
っ
て
、
長
徳

四
（
九
九
八
）
年
に
遷
化
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
九
三
歳
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
こ
れ
も
文
末
に
小
字
で
「
八
十
三
才
。」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
本
来
八
三
歳
説
で
あ
る
と
見
ら
れ
、
前
の
『
真
言
伝
』
が
汚
損

に
よ
る
誤
記
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
『
仁
和
寺
御
室
系
譜
』
は
「
延
喜
六
年
」
の
「
六
」
の
字
の
上
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
十
」

の
字
を
誤
脱
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
『
仁
和
寺
御
室
系
譜
』
の
こ
の
「
寛
朝
僧
正
」
の
項
に
は
、
誤
記
や
誤
認
が
他
に
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
或
は
翻
刻
の
時

の
校
正
等
の
誤
ま
り
に
よ
る
と
も
思
わ
れ
る
。

　

以
上
に
よ
る
な
ら
ば
、
六
三
歳
の
説
も
九
三
歳
の
説
も
い
ず
れ
も
不
注
意
に
よ
る
誤
記
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
誤
記
の

部
分
を
除
い
て
見
る
な
ら
ば
、
八
三
歳
説
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
八
三
歳
と
す
る
説
は
他
の
文
献
に
も
見
ら
れ
、
筆
者
の
目
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
ま
っ
た
く
年
令
に
つ
い
て
は
記
し
て
い
な
い

も
の
も
あ
る
が
、
八
三
歳
と
す
る
も
の
は
か
な
り
存
在
し
て
お
り
、
今
後
の
研
究
の
参
考
の
た
め
に
目
に
触
れ
た
と
こ
ろ
を
次
に
掲
出
し

て
お
き
た
い
。

　
『
御
室
相
承
記
』
に
は
、「
天
暦
二
年
五
月
九
日
丁
巳
、
日
曜
、

角
宿
、
於
南
御
室
受
職
位
、　
年
三
十
三
、

寛
空
六
十
八
、
‥
‥
‥
（
中
略
）
‥
‥
‥
寛
和
二
年
十
二

月
廿
五
日
、
轉
大
僧
正
、
年
七
十
一
、

良
源
替
、

日
本
第
三
代
大
僧
正
云
々
、
長
德
四
年
六
月
十
二
日
、
入
滅
、
年
八
十

三
、

一
生
中
持
齋
云
々
、
理
趣
經
文



四
八

段
正
句
・
聲
明
音
曲
、
此
時
初
調
之
、◯216」
と
あ
り
、「
天
暦
二

年
」
の
阿
闍
梨
の
職
位
を
受
け
た
時
三
十
三
歳
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
誕
生
は
延
喜
十
六
年
と
な
り
入
滅
時
の
長
德
四
年
に

は
八
十
三
歳
で
あ
っ
た
。

　
『
仁
和
寺
相
承
秘
記
』
に
は
入
滅
の
時
の
年
令
を
記
し
て
い

な
い
が
、「
天
暦
二
年
五
月
九
日
丁
巳
、日
曜
、

角
宿
、
於
南
御
室
受
職

位
、年
三
十
三
、

師
六
十
八
、
◯217
」
と
あ
っ
て
、
前
の
『
御
室
相
承
記
』
と
同
様

に
「
天
暦
二
年
」
に
三
十
三
歳
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
延

喜
十
六
年
の
誕
生
と
な
り
、
入
滅
さ
れ
た
長
德
四
年
に
は

八
十
三
歳
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
『
仁
和
寺
御
傳
』
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る

な
ら
ば
、
本
書
は
仁
和
寺
開
山
寛
平
法
皇
か
ら
の
仁
和
寺
歴

代
門
跡
の
事
績
を
記
し
た
も
の
で
、
筆
者
が
依
拠
し
た
仁
和

寺
史
料　

寺
誌
編
二
の
解
題◯218に
よ
れ
ば
、
八
種
の
『
仁
和
寺

御
傳
』
を
列
挙
し
て
お
り
、
内
容
的
に
か
な
り
の
相
違
を
示

す
も
の
、
或
は
ま
た
内
容
的
に
全
く
異
質
の
も
の
も
見
ら
れ

Ⓑ 河原院跡とされる地にある榎の巨木の根本にある石標
　 石標には「此附近　源融河原院址」と刻まれている。源融の邸宅として
築かれたこの邸宅が寛朝僧正の祖父宇多上皇の所有に帰してからは、父
親の敦実親王や伯父の醍醐天皇も度々訪れたことと推察され、幼少時代
の寛朝僧正が訪れたことも当然あったと思われる。



四
九

寛
朝
僧
正
の
事
績
に
つ
い
て
（
五
）

る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
だ
こ
の
八
種
以
外
に
も
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
真
光
院
大
僧
正
と
い
わ
れ
た
尊
海
（
一
四
七
二
〜
一
五
四
三
）
に
よ
る
序
の
あ

る
『
仁
和
寺
御
傳
』（
心
蓮
院
本
）
の
そ
の
序
の
末
に
は
、「
仍
今
爲
レ
撃
カ二
將
來
ノ
之
朦
昧
ヲ一
、
聊
カ

撫
ヒ
ロ
フ
テ二
散
在
ノ
之
文
章
ヲ一
、
纔
ニ
窺
二ヒ
俗
中
ノ

之
記
錄
一、
管
見
ノ
之
所
レ
及
、
内
外
ノ
御
傳
大
底
編
レ
之
、
于
時
起
二テ
于
文
龜
壬
戌
ニ一
、
至
二
于
甲
子
上
元
ノ
之
日
ニ一
、
微
功
已
ニ
終
、
後
生
ノ

君
子
必
ス
改
正
シ
テ
而
冝シ
二ク
補
闕
ス一
焉
、◯219」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
文
亀
壬
戌
（
一
五
〇
二
）
か
ら
文
亀
甲
子
（
一
五
〇
四
、二
月
三
十
日
に
永
正

と
改
元
）
の
頃
に
編
纂
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
史
料
第
六
冊
の
仁
和
寺
史
料
寺
誌
編
二
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
『
仁
和
寺
御
傳
』
は
、
こ
の
尊
海
大
僧
正

の
序
の
あ
る
も
の
四
点
で
、
そ
れ
は
『
仁
和
寺
御
傳
（
心
蓮
院
本
）◯220』、『
仁
和
寺
御
傳
（
眞
光
院
本
）◯221』、『
仁
和
寺
御
傳
（
顯
證
書
寫
本
）◯222』、

『
仁
和
寺
御
傳
（
宮
内
廳
書
陵
部
本
）◯223』
で
あ
り
、
宮
内
庁
書
陵
部
本
は
顕
證
書
写
本
か
ら
の
写
し
で
、
顕
證
書
写
本
以
後
を
書
き
継
ぎ
、

慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
十
二
月
九
日
勅
命
に
よ
り
復
飾
し
た

厳
定
院
御
室
純
仁
親
王
（
一
八
四
六
〜
一
九
〇
三
）
ま
で
を
お
さ
め
て

い
る
。

　

こ
の
他
の
『
仁
和
寺
御
傳
』
の
翻
刻
本
に
は
、
群
書
類
従
所
収
本◯224が
あ
り
、
こ
れ
も
尊
海
大
僧
正
の
序
が
あ
り
、
同
系
の
一
本
で
顕
證

書
写
本
に
近
い
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
『
仁
和
寺
御
傳
』
で
は
、
寛
朝
僧
正
遷
化
の
時
の
年
令
を
八
三
歳
と
し
て
い
る
。

　

次
に
仁
和
寺
の
由
緒
、
仁
和
寺
内
の
諸
伽
藍
、
御
室
の
直
轄
寺
や
御
室
御
所
と
な
っ
た
諸
院
に
つ
い
て
の
由
来
、
そ
の
規
模
等
に
つ
い

て
記
し
て
い
る
『
本
要
記
』（『
本
寺
要
集
記
』
の
略
称
と
推
定
さ
れ
て
い
る
）
に
は
、「
別
當
等
事
」
と
し
て
「
寛
朝
大
僧
正
」
の
下
に
、

「
康
保
四
年
六
月
十
六
日
、
補
仁
和
寺
別
當◯225」
と
あ
り
、「
別
當
」
の
傍
ら
に
朱
筆
で
「
五
十
二
」
と
あ
っ
て
、
康
保
四
（
九
六
七
）
年
に

五
二
歳
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
延
喜
十
六
年
の
誕
生
で
長
德
四
年
に
遷
化
し
た
時
は
八
三
歳
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。



五
〇

　

仏
教
々
団
内
で
の
僧
侶
の
官
位
の
叙
任
や
諸
法
会
等
の
最
初
の
例
に
つ
い
て
記
し
た
『
初
例
抄
』
上
巻
「
釋
家
部
一
」
に
は
、
真
言
宗

で
最
初
に
大
僧
正
に
な
っ
た
僧
侶
と
し
て
寛
朝
僧
正
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
「
大東寺
僧
正
始
」
の
項
に
、「
號
二
遍
照
寺
一。
寛
空
僧

正
弟
子
。
寛
和
二
年
十
二
月
廿
五
日
轉
任
云

　

々
。
七
十

一
。

于
時
東
寺
一
長
者
。
…
…
（
中
略
）
…
…
長
德
四
年
六
月
十
二
日
入
滅
。
八
十

三
。

聲
明

之
音
曲
。
理
趣
經
正
句
。
此
時
初
調
レ
之
。
一
品
式
部
卿
敦
實
親
王
二
男
。
母
左
大
臣
時
平
公
女
。
雅雅信
重
信
兩
大
臣
兄
也
イ

信
左
大
臣
重
信
右
大
臣
兄
也
。◯226」
と

あ
り
、
寛
和
二（
九
八
六
）年
十
二
月
二
十
五
日
七
一
歳
の
時
に
大
僧
正
に
補
任
し
て
お
り
、
長
德
四
年
の
遷
化
の
年
に
は
八
三
歳
で
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
真
言
宗
の
根
本
道
場
で
あ
る
東
寺
（
教
王
護
国
寺
）
の
長
者
と
な
っ
た
高
僧
の
次
第
を
記
し
た
『
東
寺
長
者
補
任
』
の
一
本
で
あ

る
『
東
寺
長
者

高
野
撿
校
等
次
第
』
の
「
第
十
九
長
者
大
僧
正
寛
朝
」
の
項
の
末
尾
に
も
「
長
德
四
年
六
月
十
四
日
卒
。
年
八
十
三
。◯227
」

と
あ
る
。

　

次
に
血
脈
類
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
広
沢
流
西
院
元
瑜
方
の
祖
元
瑜
僧
正
（
一
二
二
八
〜
一
三
一
九
）
の
撰
述
で
あ
る
『
血

脈
類
集
記
』
の
「
大
僧
正
寛
朝
」
の
項
下
の
細
字
二
行
割
書
の
部
分
に
、「
長
德
四
年
六
月
十
二
日
入
滅
。
八
十
三
。◯228」
と
あ
り
、
そ
の
裏

書
の
「
寛
朝
事　

次
第
云
」
と
記
し
て
い
る
中
に
、「
貞
元
二
年
三
月
十
六
日
任
權
律
師
六
十

二

」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
長
德
四
年
六
月
十
二

日
卒
八
十
三

寺
務
勞
十
六
年
。」
と
あ
る
。

　

な
お
こ
の
『
血
脈
類
集
記
』
で
は
、「
僧
正
寛
空
」
の
付
法
弟
子
と
し
て
も
「
寛
朝
」
を
あ
げ
、
そ
の
項
下
に
細
字
で
記
し
て
い
る
中
に
、

「
長
德
四
年
六
月
十
二
日
卒
。
八
十
三
云
々
寺
務
勞
十
六
年◯229」
と
あ
る
。

　

次
に
作
者
不
明
で
あ
る
が
『
野
澤
血
脈
集
』
巻
第
三
の
「
第
十
四
。
寛
朝◯230」
の
項
に
は
、
年
令
と
関
連
す
る
記
事
と
し
て
、「
延
喜



五
一

寛
朝
僧
正
の
事
績
に
つ
い
て
（
五
）

十
六
年
誕
生
」、「
延
長
四
年
於
二
法
皇
ノ
之
室
ニ一
出
家
年
十

一
歳
」、「
於
二

法
皇
舊
室
一
隨
二
寛
空
僧
正
ニ一
受
二
灌
頂
一
資
三
十
三
。
師
位
律

師
ニ
長
者
六
十
九

康
保
四

年
任
二
仁
和
寺
ノ
別
當
一
五
十

二

」、「
長
德
四
年
六
月
十
二
日
入
滅

八
十

三

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

東
寺
三
宝
の
中
の
一
人
で
あ
る
杲
宝
（
一
三
〇
六
〜
一
三

六
二
）
の
撰
述
と
さ
れ
る
、『
血
脈
鈔
野
澤
』（『
付
法
相
承
血
脈

鈔　

巻
上
』
の
内
題
）
の
中
の
「
第
十
四
代　

大
僧
正
寛
朝
」

の
項
に
、「
長
德
四
年
六
月
十
二
日
卒
。
年
八
十
三
。
付
法
十
七

人◯231」
と
記
し
て
い
る
が
、
誕
生
の
年
で
あ
る
延
喜
十
六
年
に
は

触
れ
ず
、
全
体
の
記
述
は
簡
潔
で
あ
る
。

　

印
融
法
印
（
一
四
三
五
〜
一
五
一
九
）
の
撰
述
で
あ
る
『
西

院
血
脈
』
で
は
、「
第
十
三
代
祖
寛
空
僧
正
德
行

附
法
弟
子
」

の
項
で
、
付
法
の
弟
子
の
中
の
「
寛
朝
」
の
項
下
に
細
字
二
行

割
書
に
し
て
「
長
德
四
年
六
月
十
二
日
卒
。
八
十
三◯232
」
と
し
、

続
く「
第
十
四
代
祖
寛
朝
大
僧
正
德
行

附
法
弟
子
」の
項
で
は
、

「
長
者
次
第
記
云
」
と
し
て
「
貞
元
二
年
三
月
十
六
日
任
二
權
律

師
ニ一　
六
十
二

…
（
中
略
）
…
長
德
四
年
六
月
十
二
日
入
滅
八
十
三
云
云
」
と

Ⓒ 源融の河原院跡の榎の巨木の根本に立てられている立札
　 この河原院を築いた源融と、この河原院について解説されている。源融
には嵯峨野に棲霞観といわれる別荘があり、融の没後に棲霞寺となり、
これが後に嵯峨の清涼寺となった。



五
二

あ
り
、「
大
血
脈
云
」
と
し
て
「
延
長
四
年
於
二
法
皇
之
室
ニ一
御
出
家
年
十

一
歳
十
六
歳
ノ
時
法
皇
崩
シ
給
了
六
十

五

天
暦
二
年
五
月
九
日
丁
巳
角
―

日
―
於
テ二

法
皇
ノ
舊
室
ニ
隨
二
寛
空
僧
正
ニ一
受
二
灌
頂
一
資
三
十
三
。
師
權
律

師
二
長
者
。
六
十
九
同
四
年
二
月
親敦實
父
親
王
入
道
ス
。
康
保
四
年
任
二
仁
和
寺
別
當
ニ一　
五
十

二

…
（
中
略
）

…
天
祿
三
年
ニ
寛
空
入
滅
年
八

十
九
其
後
經
テ二
六
箇
年
ヲ一
任
二
權
律
師
ニ一　
六
十

二

…
（
中
略
）
…
同
四
年
八
月
任
二
僧
正
一。
同
年
任
二
一
長
者
一
六
十

六

…
（
中

略
）
…
長
德
四
年
六
月
十
二
日
入
滅
。
春
秋
八
十
三
。◯233」
と
あ
っ
て
先
德
の
著
述
か
ら
の
引
用
と
し
て
示
し
て
い
る
。

　

八
十
四
歳
で
の
遷
化
と
す
る
説
を
と
り
あ
げ
る
な
ら
ば
、
延
宝
八
（
一
六
八
〇
）
年
成
立
と
さ
れ
る
編
者
不
詳
の
『
諸
門
跡
譜
』
に
は
、

「
遍
照
寺
。　
　

寛
朝
大
僧
正
。
一
品
敦
實
親
王
息
。
寛
空
僧
正
附
法
。
圓
融
院
御
戒
師
。
長
德
四
六
十
二
寂
。
八
十
四
歳
。◯234」
と
あ
る
。

　

勧
修
寺
の
寛
信
法
務
（
一
〇
八
四
〜
一
一
五
三
）
の
撰
述
で
あ
る
『
東
寺
長
者
次
第
』
で
は
、「
第
十
七　

大
僧
都
定
昭
」
の
項
の
終

り
に
、「
権
大
僧
都
寛
朝
」
の
後
に
「
貞
元
二
年
十
一
月
廿
七
日
、
補
長
者
、
年
六
十
二
、
少
僧
都
、

同
日
補
西
寺
別
當
、

式
部
卿
敦
實
親
王
二
男
、
…
（
中
略
）
…
」

と
あ
り
、「
第
十
八
大
僧
正
寛
朝
」
の
項
で
は
、「
天
元
四
年
八
月
、
至
一
長
者
、
年
六
十
七
、

大
僧
都
、

同

六
イ

卅
日
、
任
僧
正
、」、
末
の
方
に
「
長
德
四
年

六
月
十
二
日
、
入
滅
、
年
八
十
四
、

　
　
　
　

号
三
イ

廣
澤
僧
正
、
又
稱
遍
照
寺
僧
正
、◯235」
と
し
て
、
年
令
を
示
す
と
こ
ろ
が
三
箇
所
見
ら
れ
、
イ
と
し
て
異
本
を

校
合
し
て
い
る
。

　

最
初
の
貞
元
二
年
に
東
寺
長
者
に
補
任
し
た
時
に
六
十
二
歳
で
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
誕
生
は
延
喜
十
六
年
で
あ
り
、
入
滅
の

長
德
四
年
に
は
八
十
三
歳
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

次
の
天
元
四
年
に
一
長
者
に
補
任
し
た
時
に
六
十
七
歳
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
誕
生
は
延
喜
十
五
年
と
な
り
、
入
滅
の
長
德
四
年

に
は
八
十
四
歳
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
校
合
し
て
い
る
異
本
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
八
十
三
歳
と
八
十
四
歳
の
両
説
が
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



五
三

寛
朝
僧
正
の
事
績
に
つ
い
て
（
五
）

　

こ
の
『
東
寺
長
者
次
第
』
は
、
ま
た
後
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
こ
の
『
東
寺
長
者
次
第
』
と
同
系
の
、『
東
寺
長
者
補
任
』
の
一
本
の
群
書
類
従
所
収
本
で
は
、
貞
元
二
年
の
項
の
末
に
、「
權
少

僧
都
寛
朝
十
一
月
廿
七
日
加
任
。
六
十
二
寛
忠
卒
替
。

同
日
兼
二
任
西
寺
別
當
一
。

◯236」
と
あ
り
、
更
に
長
德
四
年
の
項
に
は
「
長
者
大
僧
正
寛
朝
。六
月
十
二
日
卒
。
八
十
四
。
號
二
廣

澤
大
僧
正
一
。
又
號
二
遍
照
寺
一
。

◯237」
と
あ
っ

て
、
東
寺
長
者
に
加
任
し
た
貞
元
二
年
に
六
十
二
歳
で
あ
っ
た
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
誕
生
は
延
喜
十
六
で
あ
り
、
遷
化
さ
れ
た

長
德
四
年
に
は
八
十
三
歳
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
八
十
四
歳
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
別
の
も
う
一
本
の
続
々
群
書
類
従
所
収
本
の
『
東
寺
長
者
補
任
』
の
貞
元
二
年
の
項
に
は
、「
權
少
僧
都
寛
朝
法
務
、
廣
澤
、
號
遍
照

寺
、
東
大
寺
眞
言
宗
、
十
一

月
廿廿
ハ
イ七
日
加
任
、
六
十

二
、

寛
忠
卒
替
、◯238」
と
あ
り
、
長
德
四
年
の
項
で
は
、「
六
月
十
二
日
卒
、八
十

四
、

…
（
中
略
）
…
延
長
四
年
生
年

十
一
、入
寛
平
法

皇
室
出
家
、
天
暦
二
年
三
十

三
、
付
寛
空
僧
正
傳
法
灌
頂
職
位
、◯239」
と
年
令
に
関
わ
る
記
述
が
あ
っ
て
、
師
僧
の
寛
平
法
皇
の
室
に
入
り
出
家
し

た
の
が
延
長
四
年
の
十
一
歳
の
時
で
、
寛
空
僧
正
に
し
た
が
っ
て
伝
法
灌
頂
受
法
し
た
の
が
天
暦
二
年
の
三
十
三
歳
の
時
で
あ
り
、
東
寺

の
長
者
に
加
任
し
た
の
が
貞
元
二
年
の
六
十
二
歳
の
時
と
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
遷
化
し
た
長
德
四
年
に
は
八
十
三
歳
で
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
が
、
ど
う
し
た
こ
と
か
八
十
四
歳
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
仁
和
寺
諸
院
家
記
』
は
、
仁
和
寺
史
料　

寺
誌
遍
一
に
四
種
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
の
惠
山
書
写
本
下
の
「
遍
照
寺
」、「
寛
朝

僧
正
」の
項
で
は◯240、「
延
長
四
年
、
入
寛
平
法
皇
室
、
出
家
、
十
一
、 
天
暦
二
年
、
付
寛
空
僧
正
傳
法
灌
頂
職
位
受
、三
十

三
、
」
と
あ
り
、
更
に
「
寛

和
二
年
三
月
、
円
融
法
皇
御
受
戒
、
爲
和
尚
、
同
十
二
月
廿
五
日
、
轉
大
僧
正
、
七
十
一
、

　
　
　

」
と
し
な
が
ら
、「
長
德
元
年
十
二
月
廿
四
日
、

牛
車
宣
下
、
但
輦
車
云

　

々
、
同
四
年
六
月
十
二
日
、
入
滅
、
八
十
四
、

　
　
　

」
と
し
て
い
る
。

　

延
長
四
年
の
出
家
の
年
に
十
一
歳
、
天
暦
二
年
灌
頂
受
法
の
年
に
三
十
三
歳
、
寛
和
二
年
大
僧
正
に
昇
補
し
た
年
に
七
十
一
歳
で
あ
っ

た
と
す
る
な
ら
ば
、
長
德
四
年
の
入
滅
と
さ
れ
る
年
に
は
八
十
三
歳
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
八
十
四
歳
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で



五
四

あ
る
。

　
『
仁
和
寺
諸
院
家
記
』
に
は
、
他
に
心
蓮
院
本
、
顕
證
書
写
本
、
顕
證
尊
寿
院
本
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
は
寛
朝
僧
正
の
年

令
に
関
す
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。

　

著
者
不
明
で
あ
る
が
德
治
二
（
一
三
〇
七
）
年
の
成
立
と
さ
れ
る◯241、『
野
澤
大
血
脈
』
の
「
寛
朝
」
の
後
に
「
東
大
寺

東
寺
西
寺
別
當
。

式
部
卿
敦
實
親
王
御
子
二男
母
時
平
左
大
臣
女
。
寛
平
孫
。
加
二
四
長
者
一
六
十

二

于
時
少
僧
都
。
…
（
中
略
）
…
長
德
四
年
六
月
十
二
日
入
―

八
十

四

付
法
十
六
人◯242」
と
あ
る
が
、
東
寺
四
長
者
に
加
任
し
た
時
は
、
貞
元
二
年
で
あ
り
、
そ
の
時
六
十
二
歳
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
誕
生
は
延
喜
十
六
年
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
長
德
四
年
の
入
滅
の
時
に
は
八
十
三
歳
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
八
十
四
歳
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
真
言
宗
の
高
僧
伝
と
し
て
は
最
も
広
範
な
も
の
と
さ
れ
る
、『
傳
燈
廣
録
』（
全
二
十
六
巻
）
は
醍
醐
寺
の
祐
宝
師
（
一
六
五
六
〜

一
七
二
一
）
の
撰
述
で
、
問
題
点
の
残
る
書
と
い
わ
れ
る◯243が
、
そ
の
巻
第
五
「
京
兆
遍
照
寺
ノ
開
山
東
寺
十
七
代
ノ
長
者
法
務
大
僧
正
寛

朝
國
師
傳
」
に
は
、
年
令
を
記
す
と
こ
ろ
が
二
箇
所
見
ら
れ
る
。

　

初
め
の
方
に
は
、「
十
四
世
ノ
祖
。
名
ハ
寛
朝
。
京
兆
ノ
人
。
一
品
親
王
敦
實
ノ
之
二
子
。
母
ハ
左
丞
相
時
平
ノ
之
女
。
寛
平
帝
之
孫
也
。

壯
艶
霜
質
ニ

早
悟
聰
敏
ナ
リ
。
延
長
四
年
甫
テ
十
一
ニ

。
入
テ二
法
皇
之
室
ニ一
。
零
ヲ
ト
ス

二

丱ク
ワ
ン

角カ
ク
ヲ

一。◯244」
と
あ
り
、
末
尾
の
方
に
は
、「
長
德
四
年
因
テ二
永

延
帝
ノ
勅
願
ニ一
建
ツ二
圓
敎
寺
ヲ一
。
正
月
二
十
一
日
落
ス
僧
正
慶
讚
ス
。
六
月
十
一
日
有
二
二
三
ノ
異
一

化
ス
。
享
年
八
十
四
或
ハ
日
。六

十
三

」
と
あ
る
。

　

こ
こ
に
お
い
て
も
初
め
に
延
長
四
年
に
十
一
歳
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
誕
生
は
延
喜
十
六
年
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
末
尾
の
長

德
四
年
の
遷
化
の
時
に
は
八
十
三
歳
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
八
十
四
歳
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
そ
の
下
に
「
或
日
六
十
三
」
と
あ
る
説
に
つ
い
て
は
、
前
に
と
り
あ
げ
た
勧
修
寺
慈
尊
院
の
第
六
代
栄
海
僧
正
の
『
真
言
傳
』



五
五

寛
朝
僧
正
の
事
績
に
つ
い
て
（
五
）

に
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
説
で
、
或
は
こ
の
栄
海
僧
正
の
『
真
言
傳
』
に
依
拠
し
た
も
の
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
成
り
立
た

な
い
説
で
あ
っ
た
。

　

以
上
寛
朝
僧
正
の
生

年
と
年
令
に
つ
い
て
、
六
十
三
歳
と
す
る
二
文
献
、
九
十
三
歳
と
す
る
一
文
献
、
八
十
三
歳
と
す
る
十
文
献

（
こ
の
中
の
『
仁
和
寺
御
傳
』
は
他
に
三
本
が
あ
り
、
こ
れ
を
加
え
れ
ば
十
三
文
献
と
な
る
）、
八
十
四
歳
と
す
る
七
文
献
の
当
該
箇
所
を

と
り
あ
げ
て
検
討
し
て
見
た
の
で
あ
る
が
、
六
十
三
歳
と
九
十
三
歳
の
両
説
は
誤
記
或
は
誤
認
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
残
る
と
こ
ろ
は

八
十
三
歳
と
八
十
四
歳
の
説
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
最
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
八
十
三
歳
説
で
あ
っ
た
。

　

八
十
四
歳
と
す
る
ほ
と
ん
ど
の
文
献
で
も
、
そ
の
文
の
中
で
は
八
十
三
歳
説
で
あ
り
な
が
ら
、
最
後
入
滅
の
年
令
で
八
十
四
歳
と
記
す

等
両
説
を
記
し
て
お
り
、
現
在
の
我
々
で
あ
れ
ば
年
令
の
数
え
か
た
に
は
、
数
え
年
と
丸
年
（
満
年
令
）
の
二
が
あ
り
、
そ
の
数
え
か
た

に
よ
る
相
違
で
し
ょ
う
と
し
て
か
た
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
問
題
と
い
え
る
が
、
丸
年
は
現
在
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
少
し
以
前
に

は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

筆
者
が
子
供
の
頃
に
も
、
年
令
の
数
え
か
た
は
数
え
年
で
あ
っ
て
、
大
晦
日
の
夕
食
の
時
に
年
取
り
の
儀
式
が
行
わ
れ
て◯245、
皆
が
一
緒

に
一
歳
を
加
算
し
、
誕
生
日
に
年
を
取
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

ま
た
人
が
亡
く
な
っ
た
時
に
、
そ
の
人
の
生
前
の
功
績
を
た
た
え
て
一
歳
を
加
算
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
所
に
よ
っ
て
は
行
わ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
の
こ
の
頃
に
行
わ
れ
て
い
た
か
不
明
で
あ
る
。

　

前
に
も
と
り
あ
げ
た
が
、
平
安
時
代
の
久
安
元
（
一
一
四
五
）
年
十
月
に
東
寺
一い
ち
の
ち
ょ
う
じ
ゃ

長
者
に
補
任
（
第
三
十
七
代
）
し
た
勧
修
寺
の
寛

信
法
務
（
一
〇
八
四
〜
一
一
五
三
）
の
撰
述
で
、
現
存
最
古
の
東
寺
の
歴
代
長
者
加
任
の
次
第
と
さ
れ
る
『
東
寺
長
者
次
第
』
で
は
、
天

元
四
（
九
八
一
）
年
第
十
八
代
の
一
長
者
に
補
任
し
た
時
に
六
十
七
歳
で
あ
っ
た
と
し
て
お
り
（
校
合
し
た
異
本
で
は
六
十
六
歳
）、
こ



五
六

れ
に
よ
る
な
ら
ば
誕
生
し
た
の
は
延
喜
十
五
（
九
一
五
）

年
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
長
德
四
（
九
九
八
）
年
に
遷
化

し
た
時
は
八
十
四
歳
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
以
前
の
東
寺
長
者
に
加
任
し
た
貞
元
二（
九
七
七
）

年
の
と
こ
ろ
で
は
六
十
二
歳
で
あ
っ
た
と
し
て
お
り
、
こ

れ
に
よ
れ
ば
遷
化
さ
れ
た
時
の
年
令
は
八
十
三
歳
で
あ
っ

た
こ
と
に
な
り
、
古
く
か
ら
寛
朝
僧
正
の
年
令
に
つ
い
て

は
八
十
三
歳
と
八
十
四
歳
の
両
説
が
あ
っ
た
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
時
代
の
年
令
の
数

え
か
た
で
あ
る
数
え
年
で
、
生
ま
れ
た
年
を
一
歳
と
数

え
、
翌
年
を
二
歳
と
数
え
た
こ
と
か
ら
、
寛
朝
僧
正
は
延

喜
十
五
年
の
年
末
の
大
晦
日
頃
に
誕
生
し
、
年
末
か
ら
新

年
の
初
め
は
宮
中
で
節
会
な
ど
の
諸
行
事
が
あ
っ
て
繁
忙

の
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
の
一
息
つ
け
る
頃
に

な
っ
て
誕
生
を
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
で
は
な
い

か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

Ⓓ 堀川の方から見た本院跡の現在の状況
　 かつて此の地には本院といわれた左大臣藤原時平（871 ～ 909）の邸宅
があった。寛朝僧正の母親は藤原時平の娘といわれ、寛朝僧正はこの時
　 平の邸に里

さと

下
さが

りをして誕生したと考えられ、時平は 909 年に亡くなっ
ているので、この時は時平の三男で権中納言の敦忠が伝領していた時で
あったと思われる。



五
七

寛
朝
僧
正
の
事
績
に
つ
い
て
（
五
）

　

延
喜
十
六
年
の
朝
賀
は
前
年
に
疫
癘
が
流
行
し
、
犠
牲
者
が
多
く
出
た
こ
と
か
ら
と
り
や
め
に
な
っ
て
い
る
が◯246、
朝
廷
で
は
新
年
の

種
々
の
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
儀
式
・
行
事
が
多
く
、
役
所
の
仕
事
始
め
を
待
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
う
し
た
こ
と
が
、
こ
の
寛
朝
僧
正
の
生

年
と
年
令
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

註
◯209
拙
稿
「
寛
朝
僧
正
の
事
績
に
つ
い
て
（
一
）」
成
田
山
仏
教
研
究
所　

紀
要　

第
三
十
七
号　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
発
行　

五
四
頁
〜
七
四
頁
。

◯210
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
三　

廣
澤
寛
朝
僧
正
强
力
語　

第
二
十　

新
訂
増
補
國
史
大
系　

第
十
七
巻　

吉
川
弘
文
館　

昭
和
四
十
二
年
二
月
二
十
八
日
発
行　

六
二
五
頁
十
行
目
〜
六
二
七
頁
五
行
目
。

◯211
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
十
四　

寛
朝
僧
正
勇
力
事　
新
訂
増
補
國
史
大
系　

第
十
八
巻　

吉
川
弘
文
館　

昭
和
四
十
年
十
一
月
三
十
日
発
行　

二
五
五
頁
十
行

目
〜
二
五
七
頁
一
行
目
。

◯212
『
眞
言
傳
』
大
日
本
仏
教
全
書　

第
一
〇
六
冊　

名
著
普
及
会　

昭
和
五
十
四
年
八
月
三
十
日　

覆
刻
版
一
刷
発
行　

通
頁
二
〇
〇
頁
下
段
七
行
目
〜

二
〇
二
頁
上
段
八
行
目
。

◯213
『
本
朝
高
僧
傳
』
大
日
本
仏
教
全
書　

第
一
〇
三
冊　

名
著
普
及
会　

昭
和
五
十
四
年
八
月
三
十
日　

覆
刻
版
一
刷
発
行　

通
頁
一
八
六
頁
下
段
一
四

行
目
〜
一
八
七
頁
下
段
六
行
目
。

◯214
前
註
◯213
『
本
朝
高
僧
傳
』
通
頁
一
八
六
頁
下
段
一
四
行
目
〜
一
六
行
目　
「
城
州
遍
照
寺
沙
門
寛
朝
傳
清
壽

　
　

」
の
項
の
下
に
二
行
割
書
で
、「
東
寺
長
者
補

任
第
一
、
東
大
寺
別
當
次
第
、
血
脈
類
集
記
第
二
、
第
三
、
仁
和
寺
御
傳
、
眞
言
傳
第
七
、
南
都
高
僧
傳
、
寶
物
集
第
一
、
僧
綱
補
任
抄
出
巻
上
、
元

亨
釋
書
第
三
、
東
國
高
僧
傳
第
六
、
日
本
紀
略
後
篇
第
八
、百
錬
抄
第
四
、
皇
年
代
略
記
」
と
依
拠
し
た
文
献
名
を
あ
げ
て
い
る
。

◯215
『
仁
和
寺
御
室
系
譜
』
続
群
書
類
従　

第
四
輯　

巻
第
九
五　

経
済
雑
誌
社　

明
治
三
十
七
年
四
月
二
十
五
日
発
行　

四
五
二
頁
下
段
「
寛
朝
僧
正
」



五
八

の
項
。

◯216
『
御
室
相
承
記
』
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
史
料
第
三
冊　

仁
和
寺
史
料
寺
誌
編
一　

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所　

昭
和
三
十
九
年
三
月
三
十
日
発
行　

六
頁
二
行
目
〜
八
行
目
。

◯217
『
仁
和
寺
相
承
秘
記
』
前
註
◯216　

仁
和
寺
史
料
寺
誌
編
一　

一
二
四
頁
末
行
。

 

本
書
は
外
題
に
「
仁
和
寺
御
傳
」
と
あ
る
書
で
あ
る
と
い
う
。

◯218
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
史
料
第
六
冊　

仁
和
寺
史
料
寺
誌
編
二　

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所　

昭
和
四
十
二
年
八
月
十
五
日
発
行　

三
七
一
頁
〜

三
八
四
頁
。

◯219
『
仁
和
寺
御
傳
』
心
蓮
院
本　

前
註
◯218　

四
頁
十
五
行
目
〜
五
頁
二
行
目
。

◯220
『
仁
和
寺
御
傳
』
心
蓮
院
本　

前
註
◯218　

八
頁
五
行
目
〜
九
頁
八
行
目
。

 

そ
の
中
に
は
「
延
喜
十
六
年
丙子　

月　

日
、
誕
生
、
…
（
中
略
）
…
長
德
四
年
戊戌
六
月
十
二
日
、
入
滅
、
八
十
三
、

　
　
　

」
と
あ
る
。

◯221
『
仁
和
寺
御
傳
』
真
光
院
本　

前
註
◯218　

七
八
頁
十
二
行
目
〜
七
九
頁
七
行
目
。

 

そ
の
中
に
は
「
延
喜
十
六
―
月　

日
、
誕
生
、
…
（
中
略
）
…
長
德
四
―
六
月
十
二
日
、
入
滅
、
八
十
三
、

　
　
　

」
と
あ
る
。

◯222
『
仁
和
寺
御
傳
』
顕
證
書
写
本　

前
註
◯218　

一
一
八
頁
六
行
目
〜
一
二
〇
頁
一
行
目
。

 

こ
の
顕
證
書
写
本
で
は
、
初
め
に
祖
父
・
父
母
、
北
院
御
室
守
覚
親
王
が
寛
朝
僧
正
に
つ
い
て
記
し
て
い
た
事
、
そ
れ
に
続
い
て
「
延
喜
十
六
年
丙子
某
月

日
、
誕
生
、
…
（
中
略
）
…
長
德
四
年
戊戌
六
月
十
二
日
、
入
滅
、
年
八
十
三
、

　
　
　
　

」
と
あ
り
、
こ
の
顕
證
書
写
本
に
は
、
出
家
、
受
灌
、
僧
綱
補
任
、
任
大
僧
正

の
時
の
年
令
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。

◯223
『
仁
和
寺
御
傳
』
宮
内
庁
書
陵
部
本　

前
註
◯218　

一
九
七
頁
〜
二
一
六
頁
に
、
顕
證
書
写
本
に
書
き
継
ぐ
よ
う
に
記
さ
れ
た
部
分
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

 

　

寛
朝
僧
正
部
は
顕
證
書
写
本
に
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
出
版
本
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

◯224
『
仁
和
寺
御
傳
』
群
書
類
従　

第
四
輯　

巻
第
六
七　

経
済
雑
誌
社　

明
治
三
十
一
年
十
一
月
五
日
発
行　

寛
朝
僧
正
に
つ
い
て
は
四
三
八
頁
下
段
五



五
九

寛
朝
僧
正
の
事
績
に
つ
い
て
（
五
）

行
目
〜
四
三
九
頁
下
段
三
行
目
。

◯225
『
本
要
記
』
前
註
◯218　

通
頁
三
一
四
頁
七
行
目
。

◯226
『
初
例
抄
』
上　

群
書
類
従　

第
十
五
輯　

群
書
類
従
巻
第
四
二
五　

経
済
雑
誌
社　

明
治
三
十
四
年
六
月
三
十
日
発
行　

六
頁
上
段
二
行
目
〜
十
二

行
目
。

◯227
『
東
寺
長
者

高
野
撿
校
等
次
第
』
続
群
書
類
従　

第
四
輯　

巻
第
九
八　

経
済
雑
誌
社　

明
治
三
十
七
年
四
月
廿
五
日
発
行　

通
頁
五
三
七
頁
下
段
。

◯228
『
血
脈
類
集
記
』
真
言
宗
全
書　

第
三
十
九
巻　

続
真
言
宗
全
書
刊
行
会　

昭
和
五
十
二
年
十
月
三
十
一
日
発
行
（
復
刊
）
通
頁
七
三
頁
下
段
「
大
僧

正
寛
朝
」
の
項
参
照
。

◯229
『
血
脈
類
集
記
』
前
註
◯227　

通
頁
六
六
頁
上
段
九
行
目
。

◯230
『
野
澤
血
脈
集
』
巻
第
三　

真
言
宗
全
書　

第
三
十
九
巻　

続
真
言
宗
全
書
刊
行
会　

昭
和
五
十
二
年
十
月
三
十
一
日
発
行
（
復
刊
）　

通
頁
四
一
四
頁

下
段
〜
通
頁
四
一
五
頁
上
段
「
第
十
四
。
寛
朝
」
の
項
参
照
。

◯231
『
血
脈
鈔
野
澤
』「
付
法
相
承
血
脈
鈔　

巻
上
」
続
真
言
宗
全
書　

第
二
十
五
巻　

続
真
言
宗
全
書
刊
行
会　

昭
和
六
十
年
一
月
十
五
日
発
行　

通
頁

六
五
頁
下
段
末
行
〜
六
六
頁
上
段
六
行
目
。

◯232
『
西
院
血
脈
』
前
註
◯231　

続
真
言
宗
全
書
第
二
十
五
巻　

通
頁
一
九
三
頁
下
段
九
行
目
。

◯233
前
註
◯232
通
頁
一
九
四
頁
上
段
八
行
目
〜
下
段
一
五
行
目
。

◯234
『
諸
門
跡
譜
』
群
書
類
從　

第
四
輯　

巻
第
六
十
一　

経
済
雑
誌
社　

明
治
三
十
一
年
十
一
月
五
日
再
飜
刻
発
行　

一
一
九
頁
十
六
〜
十
七
行
目
。

◯235
『
東
寺
長
者
次
第
』
高
野
山
大
学
論
叢　

第
二
巻　

高
野
山
大
学　

一
九
六
六
年
十
月
十
五
日
発
行　

一
一
五
頁
二
行
目
〜
十
三
行
目
。

◯236
『
東
寺
長
者
補
任
』
群
書
類
從　

第
参
輯　

巻
第
五
十
八　

経
済
雑
誌
社　

明
治
三
十
一
年
十
月
丗
一
日
発
行　

六
六
一
頁
上
段
十
五
行
目
。

◯237
『
東
寺
長
者
補
任
』
前
註
◯236　

六
六
三
頁　

上
段
十
六
行
目
。

◯238
『
東
寺
長
者
補
任
』
巻
第
一　

続
々
群
書
類
從　

第
二　

史
伝
部
㈠　

国
書
刊
行
会　

明
治
四
十
年
一
月
廿
五
日
発
行　

五
〇
二
頁
下
段
五
行
目
〜
六



六
〇

行
目
。

◯239
『
東
寺
長
者
補
任
』
前
註
◯238　

五
〇
七
頁
下
段
二
行
目
〜
七
行
目
。

◯240
『
仁
和
寺
諸
院
家
記
』（
惠
山
書
写
本
）
前
註
◯216　

仁
和
寺
史
料
寺
誌
編
一　

三
一
九
頁
二
行
目
〜
十
行
目
。

◯241
『
野
澤
大
血
脈
』
続
真
言
宗
全
書　

第
四
十
二
巻　

解
題　

続
真
言
宗
全
書
刊
行
会　

昭
和
六
十
三
年
十
月
十
五
日
発
行　

一
〇
四
頁
。

◯242
『
野
澤
大
血
脈
』
続
真
言
宗
全
書　

第
二
十
五
巻　

続
真
言
宗
全
書
刊
行
会　

昭
和
六
十
年
一
月
十
五
日
発
行　

通
頁
三
五
頁
下
段
六
行
目
〜
十
一

行
目
。

◯243
『
傳
燈
廣
録
』
続
真
言
宗
全
書　

第
四
十
二
巻　

解
題　

前
註
◯242　

一
六
〇
頁
上
段
十
三
行
目
〜
十
四
行
目
。

◯244
『
傳
燈
廣
録
』
続
真
言
宗
全
書　

第
三
十
三
巻　

続
真
言
宗
全
書
刊
行
会　

昭
和
五
十
九
年
十
月
十
五
日
発
行　

通
頁
二
六
八
頁
上
段
十
一
行
目
〜

十
三
行
目
。

◯245
『
傳
燈
廣
録
』
前
註
◯244　

通
頁
二
六
九
頁
下
段
七
行
目
〜
九
行
目
。

◯245
年
取
り
式
は
大
晦
日
の
夕
食
の
時
に
行
わ
れ
て
い
た
。
い
つ
も
は
丸
い
卓ち
ゃ

袱ぶ

台だ
い

を
囲
ん
で
家
族
が
す
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
年
取
り
の
時
に

は
祝
膳
が
一
人

く
の
前
に
据
え
ら
れ
、
服
装
も
和
服
に
着
替
さ
せ
ら
れ
て
着
席
し
、
家
長
が
本
年
一
年
も
無
事
に
過
ご
す
こ
と
が
出
来
、
明
日
か
ら

は
新
年
に
な
り
皆
一
歳
ず
つ
年
を
取
り
、
自
分
は
何
歳
、
○
○
は
何
歳
、
□
□
は
何
歳
、
△
△
は
何
歳
に
な
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
自
覚
し
て
来
年

も
頑
張
る
よ
う
に
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 

　

こ
の
時
の
祝
膳
に
は
、
年
取
り
魚
と
し
て
い
つ
も
の
三
倍
く
ら
い
の
大
き
さ
に
切
ら
れ
た
、
鮭
の
焼
い
た
切
り
身
が
の
っ
て
い
た
の
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

 

　

家
族
一
同
が
一
緒
に
な
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
年
取
り
の
儀
式
を
行
っ
て
お
り
、
い
わ
ば
家
族
皆
の
誕
生
祝
を
大
晦
日
に
行
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

◯246
『
日
本
紀
略
』
後
篇
一　
新
訂

増
補
國
史
大
系　

第
十
一
巻
（
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
）
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
七
年
六
月
三
〇
日
発
行　

一
九
頁
十
六
行
目
。

「
丙子
十
六
年
正
月
一
日
丙
辰
。
止
二
朝
賀
一。
依
二
去
年
皰
瘡
之
灾
一
也
。」
と
あ
る
。


